
 

 次のとおり条件付き一般競争入札を実施します 

 

 令和 ８年 １月１３日 

 

一般財団法人山口県国際総合センター 

   理事長 三 浦  健 治 

 

 

１.工 事 名   山口県国際総合センター屋外エスカレーター跡地改修電気設備工事 

 

２.工 事 場 所     山口県下関市豊前田町三丁目３番１号  

 

３.工 事 内 容   別紙１「設計図面」のとおり 

 

４.工    期   令和８年  月  日 から 令和８年 ８月３１日 

但し、催事の予約状況等によっては、工期に影響が生じるため、

工期は協議により決定することとする。 

 

５.入札参加資格    

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定す 

る者に該当しないこと。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当して一般 

競争入札又は指名競争入札に参加させないとされている者及びその者を 

代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者ではな 

いこと。 

（３） 山口県(A ランク)に電気工事で登載されている業者であること。 

（４） 参加申請を、別紙２「一般競争入札参加申請書」を用い、ファクシミリに 

て提出すること。提出期限は、令和８年１月２２日（木）までとする。 

 

６.質問の方法    

 （１） 本入札の質問はファクシミリによること。 

（２） 質問の期限は、令和８年１月１９日（月）午後３時までとする。 

 （３） 質問の回答は、後日速やかに質問提出者のみに回答する。 

 （４） 問合せ先 一般財団法人山口県国際総合センター  

担当者：総務部 後藤（ファクシミリ番号 083-231-5787） 

 



 

  

 

７.入札の方法    

  （１） 入札において使用する入札書は、別紙３「入札書」を使用すること。 

(２） 入札に記載する金額は、契約希望金額の１１０分の１００に相当する

額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）を

入札書に記載すること。 

  （３） 入札書を次項（２）の入札場所に持参すること。 

  （４） 郵便による入札は認めない。 

（５） 代理人に入札させるときは、別紙４「委任状」を提出すること。 

  （６） 入札会場への入場は２名限りとする。 

  （７） 入札の際、内訳書（明細書）を併せて提出すること。 

 

８.入札、開札の日時等    

  （１） 入札日時  令和８年１月２６日（月）１５時００分 

（２） 入札場所  国際貿易ビル ７階７１０号室 

          （山口県下関市豊前田町三丁目３―１） 

 

９.入札保証金  免除する。 

 

１０.無効入札 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 （１） 入札参加資格のない者がした入札 

 （２） 郵便または電信による入札 

 （３） 記名押印のない入札 

 （４） （１）から（３）までに掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した

入札 

 

１１.落札者の決定方法 

  山口県会計規則（昭和３９年山口県規則第５４号）第１５４条の規定に基づき

定められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を

落札者とする。 

 

１２.その他 

 （１） 施工条件・参考工程表を別紙５に示す。 

（２） 本工事に関連して、別途工事「山口県国際総合センター屋外エスカレータ

ー跡地改修工事」の発注あり。 

（３） 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入



 

  

 

札を中止し、又は延期する場合がある。 

 （４） 再度入札を行う場合の実施回数は、２回までとする。 

 （５） 契約保証金は免除する。 

 （６） 仕様書中の寸法等については、すべて参考とする。 

 （７） 入札契約に関する書類の作成に当たっては、記載した文字等を容易に消    

去できる筆記用具（消せるボールペン等）は使用しないこと。 

 

 

 


